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少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ：ニーサ）
【制度の概要】

①２０１４年（平成２６年）１月から新たに創設される制度です。

２０１４年（平成２６年）から２０２３年（平成３５年）までの１０年間です。

この制度は、その年１月１日において２０歳以上となる居住者等が

活用できます。

②非課税対象となるものは、上場株式等や公募株式投資信託の配当

及び譲渡益です。（公社債投資信等については非課税対象外です）

ＮＩＳＡ口座については、他の有価証券に係る配当及び譲渡益との

損益通算はできません。

③非課税となる期間は最長５年です。

非課税総額は最大５００万円（最長５年×１００万円）です。

※本資料は、平成２５年８月１日現在における税制改正に関する情報に基づいています。

今後の税制改正によっては本資料の記載内容と異なる場合がございます。
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少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ：ニーサ）
【留意事項】

①口座開設について

原則として１人につき１口座となります。

Ａ銀行、Ｂ銀行、Ｃ証券と取引のある方が、Ａ銀行へＮＩＳＡ口座を開設した

場合、Ｂ銀行、Ｃ証券でＮＩＳＡ口座を開設することはできません。

②非課税口座への移管

５年経過時点でＮＩＳＡ口座に残っている資産が１００万円以下の場合、６年

目の非課税口座に移管することができます。

③課税口座への移管

将来、ＮＩＳＡ口座の投資によって値上がりによる売却益が発生した場合、

課税口座への移管時における価額を取得価額とすることができます。
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